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小学校における運動場の利用について 

 津山市立院庄小学校は、子どもたちが安心して遊べる遊び場として、以下の要領で運動場を個人向けに開放し

ますので、改めてお知らせいたします。また、不審者侵入防止や事故防止の観点から一部内容を変更している箇

所がありますのでご確認ください。次のルールを守り、楽しくご利用ください。 

 

1 利用日時 

・学校行事等のない平日午後 3 時 30 分から午後４時４５分までとします。 

（１１月～３月までは、日が暮れるのが早くなるため、午後３時３０分から午後４時３０分までとする。） 

・土日祝日、夏休み等長期休業中、および短縮時程の日は利用できません。 

 

2 場所 

・院庄小学校の運動場のみとします。 

 

3 対象者 

・院庄小学校の小学生以下の子どもと、その保護者とします。 

【備考】就学前の子どもは、保護者同伴とします。 

 

4 利用上の注意事項 

・利用登録団体等、他の利用者と譲り合い、みんなが楽しく安全にケガの無いように利用することとします。 

・野球をする場合は、軟らかいボールを使った手打ち野球だけとします。 

【備考】軟式ボールやソフトボール等硬いボールの使用は禁止とします。 

・サッカーをする場合は、軟らかいボールを使うこととします。 

・ゲーム機の持ち込みは、禁止とします。 

【備考】連絡用携帯等でのゲームや SNS 利用等も禁止とします。 

・BB 弾や空気銃等の遊びは、禁止とします。 

・水鉄砲、水風船等の遊びは、禁止とします。 

・固定遊具以外の貸し出しは、不可とします。 

・校舎等建物内や非常階段の出入りは、禁止とします。 

・お菓子の持ち込みは、禁止とします。 

・ゴミは持ち帰りとします。 

・自転車は運動場の中には入れず、学校の指定する場所に置くこととします。 

・禁煙とします。 

・火気は、厳禁とします。 

・ペット同伴での来校は、禁止とします。 

・車での来校は、禁止とします。 

 

※利用に当っては、注意事項を遵守してください。なお、事故等の責任は負いかねます。ガラスを割る等施設等

を破損した場合は、弁償となります。その際には、すみやかに当日の内に学校にお申し出ください。 

また、注意事項が守られない場合、利用を中止していただく場合がございます。 


